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済
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陸
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す
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質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
主
張
で
き
る
権
原
は
国
連
海
洋
法
条
約
第
五
十
七
条
に
よ
る
も
の
」
及
び
「
主
張
で
き
る
権
原
は
国
連
海
洋

法
条
約
第
七
十
六
条
の
定
義
に
基
づ
く
も
の
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
沿
岸
国
は
、
当
該

沿
岸
国
及
び
当
該
沿
岸
国
の
海
岸
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
海
岸
を
有
す
る
他
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
海
の
幅
を
測
定
す
る
た
め

の
基
線
（
以
下
「
領
海
基
線
」
と
い
う
。
）
の
間
の
距
離
が
四
百
海
里
未
満
の
場
合
、
当
該
他
国
と
の
間
に
お
け
る
排
他
的

経
済
水
域
又
は
大
陸
棚
の
境
界
画
定
に
つ
い
て
当
該
他
国
と
の
合
意
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
御
指
摘
の
海
洋
法
に
関
す
る
国

際
連
合
条
約
（
平
成
八
年
条
約
第
六
号
。
以
下
「
国
連
海
洋
法
条
約
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
又
は
第
七
十
六
条
を
含
む

関
連
す
る
国
際
法
に
基
づ
き
、
当
該
沿
岸
国
の
領
海
基
線
か
ら
二
百
海
里
ま
で
の
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
つ
い
て

の
権
原
を
有
す
る
。
我
が
国
は
、
関
連
す
る
国
際
法
に
基
づ
く
当
該
権
原
を
踏
ま
え
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関

す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
一
条
及
び
第
二
条
に
お
い
て
、
我
が
国
が
国
連
海
洋
法
条
約
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
国
連
海
洋
法
条
約
第
五
部
に
規
定
す
る
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
そ
の
他
の
権
利
を
行
使
す
る
水
域
で
あ
る
排
他
的

経
済
水
域
及
び
我
が
国
が
国
連
海
洋
法
条
約
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
そ
の
他
の
権
利
を
行
使
す
る

一



大
陸
棚
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
我
が
国
及
び
我
が
国
の
海
岸
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
海
岸

を
有
す
る
外
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
海
基
線
の
間
の
距
離
が
四
百
海
里
未
満
の
場
合
、
当
該
外
国
と
の
間
に
お
け
る
排
他
的
経

済
水
域
又
は
大
陸
棚
の
境
界
画
定
に
つ
い
て
我
が
国
が
当
該
外
国
と
合
意
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
我
が
国
の
領
海
基
線
か
ら

二
百
海
里
ま
で
の
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
つ
い
て
我
が
国
が
関
連
す
る
国
際
法
に
基
づ
き
有
す
る
権
原
に
何
ら
影

響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

二


